
平成 20（2008）年 12 月 24 日                平成 26(2014)年３月 18 日

平成 25 年度独立行政法人都市再生機構

事業評価監視委員会の開催等について

独立行政法人都市再生機構では、平成 26年２月 28日に平成 25 年度第３回事業評価監視委

員会を開催しましたので、その開催概要等についてお知らせします。

記

１．平成 25年度第３回事業評価監視委員会の開催概要

(1) 開催日等

  ① 日  時：平成 26 年２月 28 日（金） 15:00～16:40

  ② 開催場所：独立行政法人都市再生機構東日本都市再生本部会議室

（新宿ｱｲﾗﾝﾄﾞﾀﾜｰ 13 階）

(2) 事業評価監視委員会委員（五十音順・敬称略）

・井 上 繁        （常磐大学コミュニティ振興学部教授）

・岩 沙 弘 道        （三井不動産株式会社代表取締役会長）

・金 安 岩 男      （慶應義塾大学名誉教授）

・岸 井 隆 幸（委員長代理） （日本大学理工学部教授）

・黒 川  洸（委員長）  （東京工業大学名誉教授）

・定 行 まり子        （日本女子大学家政学部教授）

・只 腰 憲 久        （首都高速道路株式会社取締役常務執行役員）

・奈 良 道 博        （弁護士）

・深 尾 精 一        （首都大学東京名誉教授）

なお、黒川委員長は欠席。

(3) 議事

① 委員長欠席に係る職務の代理について

② 本委員会の審議内容等について

③ 審議事項（事業評価）の説明

・再評価実施事業の対応方針案について…【別紙１】のとおり

④ 審議及び意見具申

⑤ 審議事項（都市再生事業実施基準適合検証）の説明

・都市再生事業実施基準の適合検証結果について…【別紙２】のとおり



⑥  審議及び評価

(4) 議事概要

① 委員長欠席に係る職務の代理について

  黒川委員長が欠席のため、独立行政法人都市再生機構事業評価監視委員会規程第３

条第６項の規定により、岸井委員長代理が委員長職務代理として本委員会の議事運営

を行うこととなった。

② 本委員会の審議内容等について

  今回の審議事項について説明を行った。

③ 審議事項（事業評価）の説明

・ 再評価実施事業の対応方針案について

再評価実施事業４件に関して、事業目的、事業の実施環境等の概要、対応方針案

及び対応方針案決定の理由について、都市機構から説明した。

④ 審議及び意見具申（審議結果）

上記の説明が行われたのち、【別紙１】のとおり意見具申があった。

⑤ 審議事項（都市再生事業実施基準適合検証）の説明

・ 都市再生事業実施基準の適合検証結果について

   都市再生事業実施基準の適合検証対象事業２件に関して、事業の実施概要等及び

適合検証結果について、都市機構から説明した。

⑥ 審議及び評価（審議結果）

  上記の説明が行われたのち、【別紙３】のとおり検証結果に係る評価があった。

２．事業評価実施事業の対応方針

（平成 26年３月 12 日 都市機構にて決定）…【別紙４】のとおり

３．事業評価監視委員会提出資料等の公開

平成 26 年３月下旬を目途に都市機構本部等にて閲覧に付す。

お問い合わせは下記へお願いします。
【事業評価について】
本社 経営企画室 投資管理チーム

    （電話）０４５－６５０－０３８４
【事業実施基準適合検証について】
本社 都市再生部 事業戦略室
    大都市戦略第１チーム

（電話）０４５－６５０－０３８３

本社 カスタマーコミュニケーション室 報道担当
    （電話）０４５－６５０－０８８７



【 別 紙 １ 】

事業評価実施事業の対応方針案とそれに対する委員会の意見

再評価実施事業の対応方針案とそれに対する委員会の意見

地区名 所在地
対応方針案 左記に対する

事業評価監視

委員会の意見理由及び事業中止に伴う事後措置の内容

中根
な か ね

・金田
こ ん だ

台
だい

地区

〔特定土地区画整理事業〕

茨城県

つくば市

計画を見直した上で事業継続

（南側の整備計画を見直し早期完了を図る）

対応方針案

のとおり

〔理由〕

・県道土浦大曽根線以北のエリアは、都市計

画道路、区画道路や公園等の公共施設整備

が順調に進捗。

・県道土浦大曽根線以南のエリアは、オオタ

カの営巣の影響により整備が遅れ、早期事

業完了の見通しが立たない状況であることか

ら、早期に土地利用を図るための整備エリア

の集約化、大街区化等の土地利用計画の見

直しについて、地方公共団体等と協議を進め

ているところ。

・民有地では、市街化が進む隣接のテクノパ

ーク桜と連担する形で、商業・サービス施設

や住宅の立地が進んでいることから、一定の

宅地需要が見込まれる。

・以上のことから、県道土浦大曽根線以南の

エリアの整備計画を見直し、早期事業完了を

図るとともに、早期宅地完成により宅地の供

給・処分等を推進するため、「計画を見直した

上で事業継続」。

浦和
う ら わ

東部
と う ぶ

第二
だ い に

地区

〔特定土地区画整理事業〕

埼玉県

さいたま市

事業継続

対応方針案

のとおり

〔理由〕

・綾瀬川沿いにおいて非常に特殊な性質の軟

弱地盤層が存在したため、時間をかけて盛土

をする必要があり工事に長時間を要したが、

必要な対応が講じられており、宅地整備は着

実に進捗している。

・浦和美園駅（地区内）、浦和ＩＣとの近接等、

交通利便性が高いことから、民有地を含め商

業施設・住宅の立地が進んでおり、今後も堅

調な宅地需要が見込まれる。

・以上のことから、「事業継続」。



岩槻
いわつき

南部
な ん ぶ

新和
に い わ

西
にし

地区

〔特定土地区画整理事業〕

埼玉県

さいたま市

事業継続

対応方針案

のとおり

〔理由〕

・綾瀬川沿いにおいて非常に特殊な性質の軟

弱地盤層が存在したため、時間をかけて盛土

をする必要があり工事に長時間を要したが、

必要な対応が講じられており、宅地整備は着

実に進捗している。

・隣接する浦和東部第二地区において、交通

利便性が高いことから民有地を含め商業施

設・住宅の立地が進んでおり、浦和美園駅か

ら徒歩圏域となる当該地区でも堅調な宅地需

要が見込まれる。

・以上のことから、「事業継続」。

物
もの

井
い

地区

〔特定土地区画整理事業〕

千葉県

四街道市

事業継続

対応方針案

のとおり

〔理由〕

・既存集落や建物移転に係る地権者調整に

時間を要したものの、事業が着実に進められ

ており、早期事業完了が見込まれる。

・ＪＲ物井駅と東関道四街道ＩＣに近接する交

通利便性を活かし、商業施設や戸建住宅が

立地する等、今後も堅調な宅地需要が見込

まれる。

・以上のことから、「事業継続」。



中根・金田台地区〔特定土地区画整理事業〕

位 置 図

中根･金田台地区



浦和東部第二地区・岩槻南部新和西地区〔特定土地区画整理事業〕

位 置 図

物井地区〔特定土地区画整理事業〕

位 置 図

（省略）
物井地区

東関東自動車道

JR総武線



【 別 紙 ２ 】

事業実施基準適合検証調書

地 区 名 京島周辺地区（木密エリア不燃化促進事業）

所 在 墨田区京島一丁目 6～37、44～53 番、二・三丁目全域

事 業 手 法 密集市街地整備

地 区 面 積 約 40ha

採 択 年 度 -

地

区

の

概

要

位 置

・ 交 通 条 件
京成押上線「京成曳舟」駅 徒歩 1 分

従 前 の 状 況

【 用 途 地 域 等 】

【 不 燃 領 域 率 】

【 土 地 利 用 状 況 】

近隣商業地域(300/80)、商業地域(400/80)、準工

業地域（200・300/80、200・300/60）  

52.5％（Ｈ23 現在）

木造住宅密集市街地

事 業 の

経 緯

平成 13 年 9 月 区から機構にまちづくり協力要請

平成 13 年 12 月

区と機構との間で「墨田区京島二丁目及び三

丁目地区の市街地整備に関する基本協定書」

を締結

平成 22 年 8 月
京島三丁目地区防災街区整備事業 事業認

可

平成 25 年 4 月
不 燃 化推 進特 定整 備地 区整 備プログラムの

認定、不燃化推進特定整備地区の指定

平成 25 年 7 月 区まちづくり公社より業務受託

そ の 他 －

計 画 諸 元

○事業計画概要

・住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）及び不燃

化推進特定整備地区において、機構の土地取得による老朽木

造建築物の除却、地方公共団体及び民間事業者との連携によ

る取得地の交換分合等により個別建替えを促進することで、都

及び区が進める木密地域不燃化 10 年プロジェクトを後押しす

る。

事 項 現行計画

取得面積 約 4,000 ㎡

用途 個別建替え用地等

事業期間 平成 25 年度～平成 32 年度



地 区 名 京島周辺地区

都
市
再
生
事
業
実
施
基
準
へ
の
適
合
状
況

地
方
公
共
団
体
の
ま
ち
づ
く
り
支
援
・
補
完

地

公

体

か

ら

の

要

請

文

書

の

内

容

ま ち づ く り 観

点 か ら 機 構

実施が必要

平成32年度までに不燃領域率を70％とする整備目標の達成

に向けて、木密地域不燃化 10 年プロジェクトのコア事業、コア

事業以外の事業を重点的・集中的に取組むこととしており、UR

による老朽建物の除却及び不燃化建替えの促進に関する土地

取得も含めた支援が必要。 適

合

地公体自ら実

施が困難・不

適切

従来からの住宅市街地総合整備事業による防災性の向上

や住環境の改善に加え、不燃化推進特定整備地区の整備目標

の達成に向けて、不燃化建替えの促進に係る土地取得を含む

個別権利者意向に合わせた多様な展開を図ることは、区単独

では対応が困難。

事業地区の位

置づけ又は議

会承認

・住宅市街地総合整備事業（密集市街地整備型）

  北部中央地区（昭和 59 年）・京島地区（昭和 58 年）

・防災都市づくり推進計画（平成 7 年）重点整備地域

・東京都「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」不燃化推進特定整

備地区制度先行実施地区 京島周辺地区（平成 25 年 4 月）

適

合

地公体との

役割分担

（地公体の担う役割）

区は以下を実施

・木密地域不燃化 10 年プロジェクトのコア事業等（曳舟たから通

り拡幅整備事業、主要生活道路の拡幅整備、10 年プロジェクト

不燃化促進事業等）の実施

適

合

政策実現効果

・東京都の長期ビジョン「2020 年の東京」の第一目標である「高

度な防災都市の実現」を支える「木密地域不燃化 10 年プロジェ

クト」を支援。

・老朽建物の除却及び不燃化建替えの促進

＜不燃領域率：約 1.6 ポイント改善＞

適

合

民間事業者が

地公体を代替するこ

とが困難な理由

<イ 事業の長期化等のリスクが内在する事業であること>

・不燃化を促進するために、土地取得及び交換に係る地権者と

の調整等に時間を要する

<ロ 関係者間の利害調整のために中立性及び公平性が必要

な事業であること>

・取得又は交換した土地の周辺で共同化等の面整備の意向が

ある場合、各者の立場を考慮した計画策定及び関係者の調整

の必要があることから、公的機関たる機構の中立性及び公平

性が必要

適

合

民間事業者の

参画機会
・建築物の建替えにおいて民間事業者を活用。

適

合

事業の採算性
・事業実施に伴う想定キャッシュフローの正味現在価値及び事

業収支はともに適正に確保されている。

適

合

確認結果 適合・適合見込（いずれかに○）



位置図 京島周辺地区〔木密エリア不燃化促進事業〕
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区域図 京島周辺地区〔木密エリア不燃化促進事業〕
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事業実施基準適合検証調書

地 区 名 弥生町三丁目周辺地区（木密エリア不燃化促進事業）

所 在
東京都中野区弥生町一丁目 38～54 番、弥生町二丁目 1～4 およ

び 15～19 番、弥生町三丁目全域

事 業 手 法 密集市街地整備

地 区 面 積 約 21.3ha

採 択 年 度 -

地

区

の

概

要

位 置

・ 交 通 条 件
東京メトロ丸ノ内線方南町支線「中野新橋」駅 徒歩 5 分

従 前 の 状 況

【 用 途 地 域 等 】

【 不 燃 領 域 率 】

【土地利用状況】

第一種中高層住居専用地域（200/60）、第一種住

居地域（200/60）、近隣商業地域（300・400/80）

59.5％（Ｈ24.8 現在）

木造住宅密集市街地

事 業 の

経 緯

平成 21 年～23 年 東京都、中野区、機構にて勉強会を実施

平成 24 年 3 月

中野区と「弥生町地域におけるまちづくりの推

進に関する協定書」締結

区より防災まちづくり検討業務受託

平成 24 年 12 月
区「弥生町一～四丁目地域防災まちづくりの

基本的な考え方」策定

平成 25 年 4 月

平成 25 年 6 月

不燃化推進特定整備地区整備プログラムの

認定

不燃化推進特定整備地区の指定

そ の 他 －

計 画 諸 元

○事業計画概要

・住宅市街地総合整備事業（密集住宅市街地整備型）及び不燃

化推進特定整備地区において、機構の土地取得による老朽木

造建築物の除却、地方公共団体及び民間事業者との連携によ

る取得地の交換分合等により個別建替えを促進することで、都

及び区が進める木密地域不燃化 10 年プロジェクトを後押しす

る。

事 項 現行計画

取得面積 約 3,200 ㎡

用途 個別建替え用地等

事業期間 平成 25 年度～平成 32 年度



地 区 名 弥生町三丁目周辺地区

都
市
再
生
事
業
実
施
基
準
へ
の
適
合
状
況

地
方
公
共
団
体
の
ま
ち
づ
く
り
支
援
・
補
完

地

公

体

か

ら

の

要

請

文

書

の

内

容

まちづくり観点

から機構実施

が必要

東京都の木密地域不燃化 10 年プロジェクトにおける「不燃

化推進特定整備地区」（不燃化特区）の先行実施地区として指

定を受け、平成 32 年度までに地区内の不燃領域率 70％達成

を目標にスピード感を持った事業の推進が必要

適

合

地公体自ら実施

が困難・不適切

不燃化特区の整備目標の達成に向けて、老朽建築物の不

燃化建替えの促進に係る土地の取得、接道不良宅地の解消、

避難道路整備に伴う権利者交渉と生活再建、都営川島町アパ

ート跡地の活用事業など、短期間での効果的な事業実施が不

可欠であり、予算及び体制の面から区単独では十分な対応が

困難

事業地区の位

置づけ又は議

会承認

・弥生町三丁目周辺地区住宅市街地総合整備事業（平成 25

年 3月）

・東京都「木密地域不燃化 10 年プロジェクト」不燃化推進特定

整備地区（平成 25 年 6月）

適

合

地公体との

役割分担

（地公体の担う役割）

区は以下を実施

・木密地域不燃化 10 年プロジェクトのコア事業（避難経路ネッ

トワークの整備、都営川島町アパート跡地の活用）

・老朽建物除却費助成、設計費助成等

適

合

政策実現効果

・東京都の長期ビジョン「2020 年の東京」の第一目標である

「高度な防災都市の実現」を支える「木密地域不燃化10年プロ

ジェクト」を支援。

・老朽建物の除却及び不燃化建替えの促進

＜不燃領域率：約 1.5 ポイント改善＞

適

合

民間事業者が

地公体を代替すること

が困難な理由

<イ 事業の長期化等のリスクが内在する事業であること>

・不燃化を促進するために、土地取得及び交換に係る地権者

との調整等に時間を要する

<ロ 関係者間の利害調整のために中立性及び公平性が必要

な事業であること>

・取得又は交換した土地の周辺で共同化等の面整備の意向

がある場合、各者の立場を考慮した計画策定及び関係者の調

整の必要があることから、公的機関たる機構の中立性及び公

平性が必要

適

合

民間事業者の

参画機会
・建築物の建替えにおいて民間事業者を活用。

適

合

事業の採算性
・事業実施に伴う想定キャッシュフローの正味現在価値及び事

業収支はともに適正に確保されている。

適

合

確認結果 適合・適合見込（いずれかに○）



位置図 弥生町三丁目周辺地区（木密エリア不燃化促進事業）

Ｎ

弥生町三丁目周辺地区

中野新橋駅

東京メトロ丸ノ内線

新宿駅

中野坂上駅

西新宿五丁目駅

この地図は、著作権法に基づく利用許諾及び測量法に基づく複製承認を受けたものである。

無断複製を禁ずる。（許諾番号及び承認番号）MMT利許第 064号－6、都市基交測第 197号



区域図 弥生町三丁目周辺地区〔木密エリア不燃化促進事業〕

東京大学教育学部附属

中等教育学校

（広域避難場所）

中野新橋駅

弥生町三丁目周辺地区

都営川島町アパート跡地

この地図は、著作権法に基づく利用許諾及

び測量法に基づく複製承認を受けたもので

ある。

無断複製を禁ずる。

（許諾番号及び承認番号）MMT 利許第 064
号－6、都市基交測第 197号



京島周辺地区
弥生町三丁目周辺地区

（木密エリア不燃化促進事業）

平成25年度 第３回事業評価監視委員会

都市再生事業実施基準

検証結果

平成26年2月28日
独立行政法人都市再生機構

1



（取組み例）

受け皿住宅

道路拡幅

区画整理

防街事業

再開発

計画作成支援

計画立案から事業実施まで、URの総合力を活かした多様な取組み方法により、
密集市街地整備を実施

・計画作成支援（住市総整備計画、地区計画、事業推進計画など）
・主要生活道路整備（権利者調整、測量、建物調査、道路築造）

・受け皿住宅整備（土地取得、住宅建設、管理、既存UR賃貸の活用）
・面整備（再開発、防街事業、区画整理など）
・木密エリア不燃化促進事業（機動的な土地取得、老朽建物除却）

木密エリア不燃化促進事業

拡幅道路

ＵＲ
取得地

老朽建物を除却

③共同化

④民間譲渡

②交換

①特定譲渡

・木造老朽建物除却、自力更新の促進

地公体支援
（受託等）

URによる
事業実施

URの密集市街地整備

2



木密エリア不燃化促進事業の概要

ＵＲによる土地取得、更地化により老朽木造建物を除却

取得地の譲渡、交換により建替えを促進
・取得地の交換分合、共同化等により、周辺宅地の未接道、狭小宅地解消
・権利者対応は、民間事業者の営業力を活用

老朽木造建物の除却、自力建替えを可能とすることにより不燃化を促進

事業モデル

拡幅道路

ＵＲ
取得地

③共同化

④民間譲渡

②交換

①特定譲渡

凡例 未接道・狭小宅地 UR取得地 ２項道路

老朽建物を除却
3



位置図

今回新たに事業着手

H25.6 事業着手

4

東京都の「木密地域不燃化10年プロジェクト」に基づく「不燃化特区」先行実施地区（12地区）



京島周辺地区
（墨田区）
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位置図・上位計画

住宅市街地総合整備事業
（京島地区）

住宅市街地総合整備事業
（北部中央地区）

木密10年ＰＪ不燃化特区
（京島周辺地区）

（約40ha）©ＴＤＭ

曳舟駅

京成曳舟駅

小村井駅

とうきょう
スカイツリー駅

東武伊勢崎線

6



経緯

平成13年9月 区からＵＲにまちづくり協力要請

平成13年12月
区とＵＲとの間で「墨田区京島二丁目及び三丁目地区の市街

地整備に関する基本協定書」を締結

平成22年８月
京島三丁目地区防災街区整備事業 事業認可
※平成23年1月権変認可、平成25年12月事業完了

平成25年4月 不燃化特区整備プログラムの認定、不燃化特区の指定

平成25年7月

区まちづくり公社より業務受託

整備方針策定、個別訪問、事業化検討等のコーディネート支

援開始

7



これまでの取組み

曳舟駅

押上通り拡幅整備
（特定整備路線：都施行）

曳舟駅前地区（再）
機構施行：約2.8ha
H23.1 完了

京成曳舟駅前東第二北地区（再）
（予定）

施行者未定：約0.5ha

京成曳舟駅前東第三地区(再)
組合施行：約0.7ha
H27年度 完了予定

京成曳舟駅前東第一地区（再）
組合施行：約0.4ha
H21.3 完了

京成曳舟駅前東第二南地区（再）
組合施行：約0.5ha
H25.11 完了

京島三丁目地区（防）
機構施行：約0.2ha
H25.12完了

京成曳舟駅

曳舟たから通り拡幅整備
（区施行）

【区の取組み】（京島二・三丁目）

●主要生活道路整備：延長約580ｍ
●コミュニティ住宅建設： 173戸
●緑地等整備： 20か所 等

8主要生活道路（整備済み）

©ＴＤＭ



【UR】

整備目標
不燃領域率改善（H23年度53％⇒H32年度70％）に向けた取組み

京島三丁目地区（防災街区整備事業）
第二北地区（再開発事業（予定））
京島三丁目地区（防災街区整備事業）
第二北地区（再開発事業（予定））

木密エリア不燃化促進事業により
約1.6％改善（約5,000㎡の不燃化）

事業化の検討支援

曳舟駅

京成曳舟駅

京成曳舟駅前東第二北地区
（市街地再開発事業：施行者未定）

京成曳舟駅前東第三地区
（市街地再開発事業：組合施行）

押上通り
（特定整備路線：都施行）

©ＴＤＭ

京島三丁目地区
（防災街区整備事業：機構施行）

京島周辺地区（約40ha）

曳舟たから通り
（区施行）

事業区域

防災街区整備事業の施行（完了）

【都】 特定整備路線（押上通り）拡幅整備

【区】

10年PJ不燃化促進事業
建替促進 等
10年PJ不燃化促進事業
建替促進 等

【コア事業】

第三地区（再開発事業）
曳舟たから通り（街路事業）

【コア事業以外】

計17％

9



地
公
体
か
ら
の
要
請

まちづくり観点から
機構実施が必要

平成32年度までに不燃領域率を70％とする整備目標の達成に
向けて、木密地域不燃化10年プロジェクトのコア事業、コア
事業以外の事業を重点的・集中的に取組むこととしており、
URによる老朽建物の除却及び不燃化建替えの促進に関する土
地取得も含めた支援が必要。

適
合

地公体自ら実施が
困難・不適切

従来からの住宅市街地総合整備事業による防災性の向上や住
環境の改善に加え、不燃化推進特定整備地区の整備目標の達成
に向けて、不燃化建替えの促進に係る土地取得を含む個別権利
者意向に合わせた多様な展開を図ることは、区単独では対応が
困難。

適
合

事業地区の
位置づけ又は
議会承認

・住宅市街地総合整備事業（密集市街地整備型）
北部中央地区（昭和59年）・京島地区（昭和58年）

・防災都市づくり推進計画（平成7年）重点整備地域
・東京都「木密地域不燃化10年プロジェクト」不燃化推進特定

整備地区制度先行実施地区 京島周辺地区（平成25年4月）

適
合

地公体との
役割分担

（地公体の担う役割）

区は以下を実施
・木密地域不燃化10年プロジェクトのコア事業等（曳舟たから

通り拡幅整備事業、主要生活道路の拡幅整備、10年プロジェ
クト不燃化促進事業等）の実施

適
合

○地方公共団体のまちづくり支援・補完①

都市再生事業実施基準への適合

10



政策実現効果

・東京都の長期ビジョン「2020年の東京」の第一目標である「高度
な防災都市の実現」を支える「木密地域不燃化10年プロジェク
ト」を支援。

・老朽建物の除却及び不燃化建替えの促進
＜不燃領域率：約1.6ポイント改善＞

適
合

民間事業者が
地公体を代替する
ことが困難な理由

<イ 事業の長期化等のリスクが内在する事業であること>
・不燃化を促進するために、土地取得及び交換に係る地権者との調整
等に時間を要する
<ロ 関係者間の利害調整のために中立性及び公平性が必要な事業で
あること>
・取得又は交換した土地の周辺で共同化等の面整備の意向がある場合、
各者の立場を考慮した計画策定及び関係者の調整の必要があることか
ら、公的機関たる機構の中立性及び公平性が必要

適
合

民間事業者の
参画機会 ・建築物の建替えにおいて民間事業者を活用。 適

合

事業の採算性 ・事業実施に伴う想定キャッシュフローの正味現在価値及び事業収支
はともに適正に確保されている。

適
合

○地方公共団体のまちづくり支援・補完②

確認結果 適 合

都市再生事業実施基準への適合

11



弥生町三丁目周辺地区
（中野区）

12



中野新橋駅

東京メトロ丸ノ内線

新宿駅

中野坂上駅

位置図

杉並区

新中野

中野区

杉並区

豊島区

新
宿
区

渋谷区

練馬区

この地図は、著作権法に基づく利用許諾及び測量法に基づく複製承認を受けたものである。

無断複製を禁ずる。

（許諾番号及び承認番号）MMT利許第064号－6、都市基交測第197号 13

Ｎ

弥生町三丁目周辺地区
（約21.3ha）

西新宿駅



上位計画

木密10年ＰＪ不燃化特区
（弥生町三丁目周辺地区）

（約21.3ha）

中野新橋駅

中野富士見町駅

西新宿五丁目駅

本郷通り

神 田 川

この地図は、著作権法に基づく利用許諾及び測量法に基づく複製承認を受けたものである。

無断複製を禁ずる。

（許諾番号及び承認番号）MMT利許第064号－6、都市基交測第197号

住宅市街地総合整備事業
（弥生町三丁目周辺地区）
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平成21～23年度 東京都、中野区、ＵＲにて勉強会を実施

平成24年3月

区・ＵＲ「弥生町地域におけるまちづくりの推進に関する協定

書」締結

区より防災まちづくり検討業務受託

（計画策定、地元合意形成、事業化検討等のコーディネート支

援開始）

平成24年12月
区「弥生町一～四丁目地域防災まちづくりの基本的な考え方」

策定

平成25年4月

平成25年6月

不燃化特区 整備プログラム認定

不燃化特区 指定

地区の経緯
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避難道路1号

避難道路2号

避難道路3号

避難道路5号

避難道路6号

避難道路4号

避難道路8号

避難道路7号

避難道路9号

都営川島町アパート跡地

広域避難場所
（東京大学教育学部附属中等教育学校一帯）

整備目標

【ＵＲ】

○不燃領域率改善 （Ｈ23年度59.5％⇒Ｈ32年度70％）に向けた取組み

【中野区】

老朽木造建築物等除却費助成
不燃化建替え助成 等

木密エリア不燃化促進事業により
約1.5％改善（約3,200㎡の不燃化）

コア事業（都営川島町アパート跡地の活用） 跡地の事業化検討支援

コア事業（避難道路の整備） 道路整備に係る権利者調整（受託）

この地図は、著作権法に基づく利用許諾及び測量法に基づく複製承認
を受けたものである。

無断複製を禁ずる。

（許諾番号及び承認番号）MMT利許第064号－6、都市基交測第197号

弥生町三丁目周辺地区

事業区域

16
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都市再生事業実施基準への適合

○地方公共団体のまちづくり支援・補完①

地
公
体
か
ら
の
要
請

まちづくり観点から
機構実施が必要

東京都の木密地域不燃化10年プロジェクトにおける「不燃

化推進特定整備地区」（不燃化特区）の先行実施地区として
指定を受け、平成32年度までに地区内の不燃領域率70％達

成を目標にスピード感を持った事業の推進が必要

適
合

地公体自ら実施が
困難・不適切

不燃化特区の整備目標の達成に向けて、老朽建築物の不
燃化建替えの促進に係る土地の取得、接道不良宅地の解消、
避難道路整備に伴う権利者交渉と生活再建、都営川島町ア
パート跡地の活用事業など、短期間での効果的な事業実施
が不可欠であり、予算及び体制の面から区単独では十分な
対応が困難

適
合

事業地区の
位置づけ又は
議会承認

・弥生町三丁目周辺地区住宅市街地総合整備事業
（密集市街地整備型）（平成25年3月）

・東京都「木密地域不燃化10年プロジェクト」
不燃化推進特定整備地区先行実施地区（平成25年6月）

適
合

地公体との
役割分担

（地公体の担う役割）

区は以下を実施
・木密地域不燃化10年プロジェクトのコア事業等（避難経路
ネットワークの整備、都営川島町アパート跡地の活用）

・老朽建物除却費助成、設計費助成等

適
合
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確認結果 適 合

都市再生事業実施基準への適合

政策実現効果

・東京都の長期ビジョン「2020年の東京」の第一目標である
「高度な防災都市の実現」を支える「木密地域不燃化10年
プロジェクト」を支援。

・老朽建物の除却及び不燃化建替えの促進
＜不燃領域率：約１．５ポイント改善＞

適
合

民間事業者が
地公体を代替する
ことが困難な理由

<イ 事業の長期化等のリスクが内在する事業であること>
・不燃化を促進するために、土地取得及び交換に係る地権者
との調整等に時間を要する
<ロ 関係者間の利害調整のために中立性及び公平性が必
要な事業であること>
・取得又は交換した土地の周辺で共同化等の面整備の意向
がある場合、各者の立場を考慮した計画策定及び関係者の
調整の必要があることから、公的機関たる機構の中立性及び
公平性が必要

適
合

民間事業者の
参画機会

・建築物の建替えにおいて民間事業者を活用。
適
合

事業の採算性
・事業実施に伴う想定キャッシュフローの正味現在価値及び
事業収支はともに適正に確保されている。

適
合

○地方公共団体のまちづくり支援・補完②
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【 別 紙 ３ 】

都市再生事業実施基準の適合検証結果に対する委員会の評価

地区名 所在地 事業評価監視委員会の評価

京島周辺地区 東京都墨田区 都市再生事業実施基準に従い、適切に検証が行われている。

弥生町三丁目地区 東京都中野区 都市再生事業実施基準に従い、適切に検証が行われている。

【事業評価監視委員会共通意見】

地方公共団体との連携を図りつつ、密集市街地における多様な取組みを更に推進すべきである。



【 別 紙 ４ 】

事業評価実施事業の対応方針

再評価実施事業の対応方針

地 区 名 事業手法等 対応方針

中根・金田台 特定土地区画整理事業
計画を見直した上で事業継続

（南側の整備計画を見直し早期完了を図る）

浦和東部第二 特定土地区画整理事業 事業継続

岩槻南部新和西 特定土地区画整理事業 事業継続

物井 特定土地区画整理事業 事業継続

以 上
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